
北朝鮮による日本人拉致問題の早期解決を求める意見書

北朝鮮による拉致問題は平成１４年９月の小泉元首相の訪朝を契機として大き

な転換点を迎え、同年１０月に拉致被害者５名の帰国が実現した。

しかし、その後、この問題解決に向けての大きな進展はなく、いまだ政府認定

の１２名をはじめとする拉致被害者が北朝鮮に残されたままである。

拉致問題は、我が国の国家主権及び国民の生命と安全に関わる重大な問題であ

る。拉致事件の発生から既に３０年以上の時間が経過し、拉致被害者はもとより

その家族も日一日と年を重ねており、その解決には一刻の猶予もなく、これ以上

時間を費やすことは許されない。

この現状を踏まえると、今まで以上に国・地方・国民が一体となって問題解決

のために取り組む強い姿勢を、国の内外に明確に示すことが非常に重要である。

よって、国におかれては、北朝鮮による日本人拉致被害者全員を一刻も早く救

出し、拉致問題を完全に解決するため次の事項に積極的に取り組むよう強く求め

る。

１ 政府認定の１２名をはじめとするすべての拉致被害者を見捨てず、必ず救出

することを宣言すること。

２ 拉致被害者救出運動を進める諸団体との定期協議の場を設けるなど、拉致被

害者の全体像の把握に努めること。

３ 政府認定の１２名をはじめとするすべての拉致被害者の情報を広く国民に公

開するなど、国民世論への一層の啓発を図ること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。
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